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市
が
発
注
す
る
工
事
・
設
計
・
物

品
購
入
な
ど
の
契
約
を
希
望
す
る

方
は
、申
請
書
を
提
出
し
、資
格
審

査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳

細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　
21
日
㈪
〜
25
日
㈮

※
原
則
郵
送
。当
日
消
印
有
効

申
請
受
付
業
種
　
建
設
工
事
、浄
化

槽
工
事
、工
事
関
係
委
託（
設
計
・
測

量
な
ど
）、一般
委
託
、物
品
購
入

資
格
有
効
期
間
　
10
月
1
日
㈰
〜

令
和
7
年
3
月
31
日
㈪

申
込
・
問
合
せ
　
契
約
課

（
〒
　
　
　
　
　 

市
役
所
３
階
）

☎
72・
3
1
5
5

　
登
録
済
み
の
方
は
受
験
不
要
。試

験
前
講
習
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
時
　
10
月
20
日
㈮
13
時
30
分
〜

15
時
30
分

場
所
　
札
幌
市
社
会
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー（
札
幌
市
中
央
区
大
通
西

19・
1
・
1
）

受
験
料
　
7
千
円

申
込
期
間
　
17
日
㈭
〜
28
日
㈪

平
日
8
時
45
分
〜
15
時
30
分

そ
の
ほ
か
　
任
意
購
入
の
問
題
集
・

テ
キ
ス
ト
は
東
京
官
書
普
及
㈱（
日
本

下
水
道
協
会
図
書
販
売
業
務
委
託
先

☎
03・3
2
9
2・3
7
0
1
）で
販
売

問
合
せ
　
下
水
道
課

☎
72・
3
1
7
6 

　
北
方
四
島（
択
捉
島
・
国
後
島
・

色
丹
島
・
歯
舞
群
島
）の
早
期
返
還

は
、国
民
の
長
年
に
わ
た
る
悲
願
で

す
。一
人
一
人
が
こ
の
問
題
を
理
解
し
、

世
論
の
輪
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

【
返
還
要
求
署
名
へ
の
お
願
い
】

期
間
　
1
日
㈫
〜
31
日
㈭

署
名
コ
ー
ナ
ー
　
市
役
所
３
階
総

務
課
、各
支
所
地
域
振
興
課

【
ポ
ス
タ
ー
展
】

日
時
　
17
日
㈭
〜
29
日
㈫
9
時
〜

17
時（
最
終
日
16
時
ま
で
）

場
所
　
市
役
所
1
階
ロ
ビ
ー

問
合
せ
　
総
務
課
☎
72・
3
1
4
9

し
こ
た
ん

は
ぼ
ま
い

え
と
ろ
ふ

く
な
し
り

061-3292

競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請（
追
加
登
録
）

排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

８
月
は
北
方
領
土
返
還

要
求
運
動
強
調
月
間

人権相談
15（火）13時30分～16時（受付15時30分まで） 
市役所4階
広聴・市民生活課 ☎72・3191
行政相談
24（木）13時30分～16時　市役所1階 
広聴・市民生活課 ☎72・3191
弁護士無料法律相談
2（水）･16（水）13時30分～15時30分   
※電話申込、各4組（申込順） 
広聴・市民生活課 ☎72･3191
家庭生活相談と女性相談
1（火）・8（火）・15（火）10時～15時　市役所1階
【女性限定】
17（木）10時～15時　花川南コミセン2階
22（火）は「女性相談サロン」開設（詳細はP12）
※お困りの方に生理用品をお渡しします
北海道家庭生活カウンセラークラブ石狩地区
広聴・市民生活課 ☎72・3227
こども・ひとり親相談
平日 9時～17時（受付16時まで）
子ども相談センター（市役所2階） ☎72・3195
住民よろず相談
火曜 13時～16時（受付15時まで）
りんくる2階福祉団体活動室 ☎72・8220
毎月第3木曜 13時～16時（受付15時まで）
厚田保健センター ☎78・2521
高齢者生活福祉センター ☎79・5050
ジョブガイドいしかり
平日 9時30分～17時
就業アドバイザーによる相談は（昼休み除く）
月・水・金曜 10時～16時（受付15時まで）
ジョブガイドいしかり（市役所２階） ☎75・8609
消費生活相談
平日 10時～16時
石狩市消費生活センター（市役所1階） ☎75・2282
特別支援･不登校相談
平日 9時～15時45分（金曜は14時45分まで）
教育支援課 ☎76･8000
65歳以上の高齢者の相談窓口
各地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
平日 9時～17時
南地域包括支援センター ☎73・2221
花川中央地域包括支援センター ☎77・6371
北地域包括支援センター ☎75・6100
厚田区 ☎78・1030　
浜益区 ☎79・5111

年金相談 ※窓口相談のみ
平日 8時30分～17時15分
毎月第2土曜 9時30分～16時
街角の年金相談センター麻生
☎0570・05・4890（予約専用）
ひきこもりや不登校などに関する相談
平日 10時～19時
ひきこもりサポートセンター ☎77・5763
相続・遺言、不動産（空き家問題など）、その他無料法務相談
30（水）13時～15時　花川北コミセン
行政書士池田法務事務所 ☎72・3558（電話予約も可）

市の相談窓口

その他の相談窓口

社会保険労務士と話そう！ 働き方・年金・暮らしのこと
22（火）11時～13時　浜益コミセン「きらり」
25（金）10時～13時　イコロン村（花川南8・2）
ふなね社労士事務所☎080・5725・8114（当日の電話相談可）

特定不妊治療費の助成が始まりました
石狩市独自の

対象

保健推進課☎72・6124問合せ

●助成金交付申請書
●病院などからの受診等証明書
●夫婦関係を証明するもの
（別居や事実婚などで確認が必要な場合のみ）

●採卵を伴う治療など
●凍結胚移植など
●病院などからの受診等証明書発行手数料
※男性不妊治療を同時に行った場合は別途助成あり

50,000円
25,000円
実費相当分

R4/4/1以降に、保険適用の特定不妊治療を開始した
夫婦（事実婚含む）で、次の要件を全て満たす方
●市税などの滞納がないこと
●夫婦のいずれかでも石狩市に住民票があること
●他市町村では助成を受けていないこと

　不妊治療のうち、体外受精と顕微授精（以下、「特定不妊
治療」）は令和4年度から医療保険が適用されていますが、
治療を受ける方の経済的負担は大きく、その負担軽減を
図るため治療費の一部を助成します。

助成上限額

必要書類

▲詳細はこちら
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　専門の資格を有する相談員が解決に向けた
情報提供を行うほか、トラブル先の企業との間
に入り、話をします。相談は無料で秘密厳守。

石狩市
消費生活センター

土・日・祝日の相談は

一人で悩まず、ご相談を！
■所 市役所1階 ■日 平日10時～16時

消費者ホットライン 局番
なし

いやや！

188

75･2282

解
決
の
ポ
イ
ン
ト

消費生活に役立つ情報をご紹介！知っ知っ 情報情報くらしのくらしの
＼  

／

ト
ラ
ブ
ル
事
例

中古車購入トラブルにご用心
　2019年以降、全国の消費生活センターに寄せられた中古自動車に関する相談件数は、年間
7,000件を超えています。新車と異なり、中古車は「現物・現状渡し」を前提とする場合も多く、アフ
ターケアが期待できないことも。トラブルに遭わないように中古車の購入は慎重に行いましょう。

①納車時に車の不具合が見つかったら？
・通常の使用損耗とは言えない不具合があり、契約時にその説明を受
　けていなかった場合は、販売店に無償修理を求めることができます
・修理が不可能な場合、または修理をしてくれず、公道を
　安全に走れる状態（車検に合格する状態）ではない場合、
　契約の解除を求めることができます
②納車後に車の不具合が見つかったら？
・保証の有無にかかわらず通常の使用損耗とは言えない
　不具合があり、契約時にその説明を受けていなかった
　場合は、販売店に無償修理を求めることができます
・自然損耗による不具合であれば、修理は自己負担となります

注
意
す
る
ポ
イ
ン
ト

①ネットオークションで事業者から
車を落札。しかし、自宅に運転して
帰るまでに故障し、自走が困難に。
返品したいが事業者が受け付け
てくれない。

②中古車販売サイトで「修復歴なし」
と書かれた中古車を購入。車を引
き取った後で屋根の不自然な傷
に気づき、ディーラーに見せたら、
事故車ではないかと言われた。

□広告やプライスボードに価格・保証
の有無・定期点検整備実施の有無・
走行距離・修復歴の有無などが表
示されているかを確認する

□「自動車公正取引協議会」や「（一
社）日本中古自動車販売協会連合
会」の加盟店かなどを参考に、信頼
できる店を選ぶ

□契約前にエンジンをかけ、可能で
あれば試乗して状態を確認する

□広告やプライスボードの表示内容
と、実際の車に相違がないかを確
認する

□内装・外装の傷やへこみ、エンジン・
ミッションなどの車の状態、カーナ
ビ・アルミホイールなどの装備品の
内容や状態を確認する

□複数の店から見積書をとり、車の価
格だけでなく、保証、整備費用・税
金・手続代行費用といった諸費用
の内容と金額などを確認する

□注文書などの記載内容・金額が
商談時のものと同じかどうか確
認する

□署名・捺印する前に、注文書などの
内容を確認する

□契約成立時期、キャンセル料につ
いては必ず確認する

□注文書などの控えを必ず受け取る
□トラブルが起きた時に備え、説明
や価格、店とのやり取りは記録して
おく

販売店や車を選ぶ時 商談する時 契約する時

修理を求めても
応じてもらえない
ことも・・・

動かない！


